
経 務 騎 最

筒 121巻 第 4･5号

和式簿記法 と洋式簿記法の比較会計史･- ･･･一高 寺 貞 男 l

TheOrientalBankCorporation,1851-84年 (上)

本 山 英 彦 11

ローL/ソツ班線 とジニ係数････ ･･･-･-.綿 貫 伸 一 郎 36

超 過 利 潤 論 梅 垣 邦 胤 61

恐慌理論の具体化に関する一考察･････-･･･ -････捌 上 勇 次 郎 BO

阻織のコンフリク トと権力過程･･･-=･-･-･････-中 川 多 吉 雄 101

昭和 53年 4･5月

葉 部 大 昏 鑑 碑 夢 曹



(197) ll

TheOrientalBankCorporation,

1851-84年 (上)

- 世界市場創設期におけるアジアの為替 と信用-

本 山 美 彦

も く じ

Ⅰ ロソドンからの金融の意味

Tl 地域的通貨圏-の理路

Ⅲ 新たな姓介環-植民地現行 ･以上 (上)

ⅠⅤ 突破口としてのセイロン

Ⅴ ルピー調達の手段 - ･以上 (中)

Ⅵ theOrlentalBankCorporatlOnのバランス･シー ト

Ⅶ 支払い停山二 .以上 (下)

Ⅰ ロン ドンからの金融の意味

｢民間金融業者 と資本家の括動が諸国民を相互依存関係の網の 目に巻 き込み,

国際関係の方向に影響を与 えていた｣パ ックス ･ブ リタニカとは トランスナ ン

ヨナ リズムの黄金時代を意味 した ものであるが, この期のイギ リスが海外投資

戦略に過度に依存 していた ことの背景には,イギ リスにとって好 ましい国際政

治秩序が横たわっていた ことを無視すべ きではない,とす る R.ギル ピン(Robert

Gllpln,U S PowerandtheMukLnatlonatCo7-PorattOn. thePoZlilCalEconomyoj

L･lorelgnD号reCtI7"eSfment,BasICBooks,Inc,山崎清沢 『多国籍企業没落論- アメ

リカU-)世紀は終わったのか- 』,ダイヤモソト礼,1977年,92-3ペ-ノ,参照)は, こ

の期の国際政治秩序を構成す るもの として次の 3っの要田を指摘 している｡ 1

つは,工業力よ りも金融力に力点 を置 くとい うイギ リスの戦略の安定性が ヨド

｡ッパ大陸諸国の力の分散-小国の縮小均衡 というバ ランスに依存 Lていたこ
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と｡友好的なものにせよ,軍事的威麻によるものであるにせ よ, イギ リスが海

洋の支配を保ちえた ことOそ して最後の要因-条件は,｢ナショナ l)ズムや独

立の欲求を放棄 したかな り従順なペ リフェリ-の存在｣ であった｡

確かに, イギ リスによる世界市場 の創出 とは, シテJrとホ ワイ ト･ホールと

の間の経済 および外交問題に関す る ごく自然な ｢行動の調和｣ (HerbertFelS,

E-ape TheWorW∫Banker,187(ト1914,New York,Keller,1964,p 87,参照)

の産物であった ことを思えば,イギ リスによる富の創出 とい う量的側面の分析

は,それを可能 とした世界経済の政治的秩序 -世界市場 の性格 を吟味すること

を不可欠の前提 とす ることは言 うまでもない｡

この点 を当面のわれわれの課長削こひきよせれば,次のような視角が浮かびあ

が って くるo イギ リスの海外投資 [いい, イギ リスの手になる世界市壕 内部に

おける生産の組織化 といって も, この雀の活動は シテ ィ-ホ ワイ ト.ホールと

の連携なしには不可能であった し,個-kの資本は この連携が保てる範EEd内での

み現地経済 と接触 しえたにすぎない とい うこと,言い換 えれば, ソテ ィの照射

する力のみが,現地に吸着 した資本の浸透度 を規定 していたのであ り. この照

射の射程外でイギ リス資本は行動できたわけではない. とい った局面が指摘 さ

れよう｡世界市場 の型の歪みの必然性 もこの課題への接近の系論の中か ら出て

くるもの と思 える｡政治 ･経済 を包含す る国際関係の均衡の中で実現 したパ ッ

クス ･ブ リタニカの基本的推進母体が工業資本ではな くて,ソテ ィを中心 とす

る銀行資本で あった とい う事情が, 資本の主要 な活動舞台を中枢国ではな く,

周辺地域に設定させたのであ り.中根国か ら周辺国に波及するはずの=業化の

伝描効果を極限す ることになった, とい う理路か らパ ックス ･ブリタニカの非

グローバ リズムは照明をあてられ るはずだか らである1〉｡

1) 19世紀的世界経済の構図は,center,perlPheryとの区分により描けるし,｢辺境地域はこれら
地域U-)大部分が,容易に生産しえたところの一次産品への着実かつ恒常的な需要増加をつうじて
国際的成長の過程のなか-組み込まれていった｣と表現できるdこの辺境の成長の黒埼的過程は
輸出部分の拡大につながった外国資本や外国人労働力の流入を補完としたものであったことはい
うまでもない｡しかし,｢このスペクトルの一方の端には.この急激な変化にはとんと影響されノ
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非資本制的地 域 -周辺 国を金融 的 に包摂す る ことの困難性 を克服 しよ うとす

る個 々の資本 の営為 とは, シテ ィにつ な くべ き′くイ ブを どの ように設 定すれば

よいか とい った模索 の過程 に他 な らなか ったのであ るが, これは ソテ ィか ら照

射 され る光 を ドロ ドロと した周辺地域 の どの局面 にあてれば よいのか の選択 の

問題 で もあ るO 問題 は常 に シテ ィの光 の届 く臨界部面 の処理 の仕 方 にかか って

いた と言 えよ うo周辺地 域の包摂過程 に生起す る困難性 と克服の′呂為 に関す る

この種 の叙述 は,意識的 にせ よ無意識 的 にせ よ,世 界市場 あ るいは国際金融制

度 の生成史 の記述か らは除外 され るのが通例 であるが, しか し, そ うして しま

えば,世男市場 とは イギ リス資本 の量 的拡大 を示す 指標 か, もし くはせいぜい

な って しま うこ とに7:A:るだ ろ うO

｢ア シアの為替 とは銀 の こ とで あ り, 銀 こそ アジアの為替 であ る｣巳)とい う

局面 の理解 を単 にポ ン ドの 世界市場的拡が りとスター リング手形 の代位で行 な

うべ きでない, とわれわれが 固執す るのは, ア ジアにお け る銀調達- 銀処理 に

流 れ る論理 とプ ロセスが 生産 の国際的連関,信用 の世界市場 的結合 とい う表層

＼ないままに残された辺境諸国があったし, また enclaveeconomleS,すなわち,外国の需要や

新技術が輸出部門の変革には役立ったが,それ以外の売邑済が実質的には変わらないままにとり残

された辺境諸国があ｡た｣という事実,さらには,｢ヨIT･ツ-でも.7}リカ合衆国でも,い急

速な=菜化が生じたのは,1870年以降になってからのことであり,新しい技術がイギリスに現わ
れてから1世紀以上も建ってからであった｣という史実は,パックス･ブリタニカの ｢成長のエ

ソンソ｣のメカニズムを単純な ｢改及と補完｣という視点からする分析の限界を示すものであ

る｡ここでその章句を引用した A G Kenwoo(1andA l.⊥ocqheed,TheGrowthof the

I7Zternat10nalEco710my.1820-1960,GeorgeAllen& UnwlnLtd,1971.邦訳,岡村 ･

岩城 飯沼 長谷川訳 『国際経済の成長1820-1860』,文其堂, 1977年,112-3.117-12Lべ-i/.

は,(1)資二本･労働の移転の制約.(2)一次産品における交易条件上の悪化.(3】社会fbll慶の石野直性,

(4)技術の受容性の低さ,をあげている.工業化の伝播力の弱きは単一の理由で説明できるもので
はないにしても,しかし,｢国際経済の成長｣を主題とするKenwoodらは他ならぬ世界市場の

枠組みの中に-yクス ブT)タニカの特殊性をえぐりだすへきではなかったか｡われわれが,金

融網の世界Trf場大的絡み合いの中に世界市場の//)塵化の基本的鮭を見山そうと模索していること
の意味はここにある｡

≡) Wllllam F Spaldlng,TheFLnanCeOfFo71注gnTrade,pitman,1926,p 129,に引用さ

れている章句o Spald】ngの認識によれば,アジアは銀価値の地域間格差が大きく.銀の金価値

とは無関係に対内的な通用力をもつ点.すなわち鋲の価格標準としての機能が不明確である点

に,7ンノ7の為懲問題が複雑化する要田が存在したとい う｡Ibtd,p 130
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の内部に固定されつつあった不均衡 と分極化-重層性の形成の舞台設定を行な

う基本的要因であった, と03認識 をもつか らである｡ この鍵問題は金本位制に
れん

いずれは収赦される過渡的史実の 1っどころではな く,信用の世界的体系の負

を親定する基本的要田であった｡

ところで,われわれは,アジアを含む国際的信用機構の生成史とその理論化

に関する共有財産 とでも言 う-き徳永正二郎氏の名著 『為替 と信用』,新評論,

1976年,の成果を享受できる立場にあるo Lか し,氏の丹念な論証の中ですら,

ロンドン金融市場の成熟 とアジアを含む決済機構の草備 とが無媒介に併列 され

てしまっていることにわれわれの不満は集約されるo徳永氏の表象される国際

決済機構の論理は,一国資本主義の理念型における信用論次元で充分展開 しう

るものであ り,それ と区別された次元での国際的信用の問題を扱 った ものでは

ないこと,理念的信用論か ら国際信用論へと発展する論理が,氏にあっては,

銀行業の国際的拡が りという舞台設定の移動があるだけで,後者の前者 と質的

に区別される論理が用意されているわけではないこと,アジアにおけるイギ 1)

ス植民地銀行資本の行動原理が,アジアという舞台のゆえに存在 していた現地

経済 とイギ リス資本 との角逐 という史実か ら論理化 されるのではなく,理念的

信用論次元の鋲行資本の行動原理が無媒介に71}アの植民地銀行にも適用され

てしまっていること,等がその不満の内容である｡次の章句は,国際的決済機

構に関する氏の着想の端的な表現であると思えるが,われわれcr)疑念はまさに

この叙述か らもたらさhる結論にかかっている｡

｢このような世界的規模での信用拡大を,イングラン ド銀行-株式銀行はど

のように実現 したのであろうか｡ 1っは海外,植民地鈍行の現地支店~に預金-

発券業務を遂行 させ,それによって節約された貨幣準備をロンドンの株式発行,

したがってイングランド銀行に預託させ,イングランド銀行券を増発するとい

う方式でなされた｡すなわち,現地支店にスターリング預金債権で対外支払準

備を保有させ, ロンドン貨幣市場の通貨供給を増加させるという方式でなされ

た｡
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2っは,株式銀行が買い取 る手形は,海外,植民地銀行や--チャント･バ

ンカー引受手形であり,優良手形であったので,その架空の支払準備に基いて

イングランド銀行券を増発したO しか も,世界各地からpン ドンに集中され人

量に蓄積された金準備とその自由な免換の保証 とは,スター.)ソグ相場の安定

に寄与 したのであり,イングランド銀行-株式銀行-海外,植民地銀行 (およ

びマーチ t･ンい てンカー,外国銀行 ロンドン支店) とい う英国銀行制度の全体

系 として, ロン ドン貨幣市場の低利構造 とスタ-リ-/グ為替相場の安定が実現

された｣(同象 49べ-ジ)D

確かに,徳永氏の指摘されるように,植民地銀行±本国株式銀行-イングラ

ン ド銀行 といった3種の銀行組織間の緊密な連携は海外で発行されるロンドン

宛スターリング手形の介在で成立 していた し, この手形に世界市場大的な流通

性が付与されることによって,イギ リス資本の活動 も字義通 りの世界性を帯び

ることになる｡世界市場の至る所で契約された取 り引きの決済はロンドンに集

中され, ロンドンで精算および新たな金融を受けることができる,というンス

テムが資本の世界化に対するもっとも強固な基鍵を提供 したのであった｡資本

の世界化に重要な役割を担 ったこのスター リング手形の起源 .発展史のファク

トと理論 とを提示 してくれる徳永氏の業蔭は極めて価値あるものであることは

いまさら付言するまでもないだろう｡

しか し, ここに引用した章句に関するかきりは,植民地銀行の時代,金為替

本位制の時代,カレンンィ ･ボー ド.ンステムの時代,のそれぞれの特徴が同

一の平面に織 り込まれてしまっている｡その結果,氏の表象が1850年代にある

とすれば,植民地銀行の発券によって節約された貨幣準備が ロン トン株式銀行

に預託 される, という前半の章句の.そしてまた,世界各地か らロン ドンに集

中され大量に蓄積された金準鳳 という後半の章句の,事実関係に基本的な疑

念が生 じてしまうし,氏の表象が20世紀初頭にあるとすれば,植民地銀行券の

扱い方に不都合が生じることになる｡いずれにせよ,われわれの論点にとって

無視できぬ氏の重大な誤謬は,氏が現地通貨 とポンド, したがって,本位貨の



16 (2O2) 第 121巻 第415号

差異 とそれが もた らす問題点を全 く視野か ら欠落 させて しまっていることにあ

るO総 じて,アジア地域に吸着 しようとす るイギ リス資本 をもっとも苦 しめた

銀圏の論理に関する考察は,氏U)壮大な体系O-)中か らは除外 させ られてしまっ

ている｡ この面における氏の認識の欠如を端的に示 しているのが,次の章 句の

括弧の巾の言葉であるだろう｡

植民地,海外銀行 などの ｢それ らの銀行は,現地支店で銀行券を発行 し,ま

た ロン トン宛商業手形を即座 に買い取 って ロン ドンで再割引することによ り,

現地の貨幣準備の必要を最少限に した (植民地で当初銀本位制がそのまま採用

されたのは,現地の金準備を最少隈にして, ロンドンに金準備をもつ とい う意

味 もあった と思われ る)｣ (同書,19ページ)0

本国の金準備を強化す るた桝 こ,イギ リスがアジアに銀本位を押 しつけた,

とい う理解の仕方は,矢内原忠雄説をはじめとする通説であるに違いないので

あるがい, そ してまた,本国か らの金の拡散を防 ぐためにイン ドを使 うことが

本国の変わ らぬ願望であったのだが,現実 には,銀閣の論理 を本国の金本位の

論理に月臣従 させ ること自体が本国資本の力量 と世界市場の条件に依存 してお り,

この種の条件の成熟が存在 しない もとでは,銀 をアジアにもた らした, という

どころではな く,イギ 1)スの金本位制その ものがアジ7の鋸圏に振 りまわされ

ていた と表現す る万が正確であろう｡銀本位の論理 を何 とか金本位に代置 して

克服 しようとしたイギ リスの営為は前稿で見たように挫折 し,余儀な く認めた

3) 矢内原氏は,イギリス人が渡来するまでのイソドは ｢金銀共に行われたのであって大体ヒンズ
ーは金貨.回教徒は銀貨を好み用いた｣(『帝国主義下の印度』,18ページ)が,1806年にイギt)
スは銀単本位制を以て幣制統一の方針を二転吟,1835年に止式に施行したU その後,いったんは.
1837年, 1841年に15 1の比率で金の使用を認めたこともあるが. 1850年代初頭の金鉱発見以後
は ｢政府の損失大となりたるが故に.1853年1月1日以降全く金貨の使用を認めざるものとなし
た｣(同書,39--ゾ), ｢要するに英国が金の花を持たんがために,印度には笹の花を持たした
のである｡印度は英国の色黒き侍女であるっ色黒き侍女に色白き貨幣｡何と色彩の配当の美しい
rとであるよI｣(同書.48ぺ-L})｡しかL,この種の認識に対Lては道の質問をしてみればよ

い｡ ｢イソトに鋭をもたしたことによ-?て,イギリスの対アシア為替は単純にして安全なものに
なったのか?｣と｡問題は自国が金をもちたいから,インドには残りの銀というように単純なも
のではなかったという点に,この局面に流れる論理を理解する連がある,とわれわれは見なして
いるっそもそも,事実とし⊂存在する餌の論理からどのようにしてイギリスは金の論理-と脱出
しようとしたのか｡
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銀本位の論理す ら,イギ l)スは遂に習熟できなかった, とい うのが真相である｡

加えて,銀価格の雪崩れ的下落の圧力下で,銀 をもたせねばならない, といっ

たL9世紀末のできことをわれわれが想起す るな らば, 7ジ7における銀問題は,

イギ リス的体制の全向的嫡暁につなが りかねないもO-)であったことは付言する

までもないだろう｡銀を処理するのにイギ リスはいかに苫 しんだのか｡ したが

って,叙述 され るべ きはイギ リス資本の頗望ではな く,銀処理をめ ぐる国際通

貨 とL地方通貨 との角逐でなければならないのである｡

アジアを舞台 として展開 した為替 と官用の論理を.=ン ドン金融市場 にのみ還

元 して理解することにわれわれが執樹に抵抗す るのはこの認識に立つか らであ

るが,われわれの当面の課題に問厨を限定するならば,銀圏 と接触するさいに

生 じる困難性を全 くと言 ってよいほと克服できなか った弱小 な (相対的な意味

において) イギ リス資本, とくに1850年代の植民地銀行にとって,スター リン

グ手形 をロントンで再割 り引 きす ることでアジアを金融的に旬娯 した, と見な

さない ことが重安であるO植民地銀行が7ジアの一角で ロン ドン宛手形の買い

取 りに応 じることによって,現地で活動す るイギ リス資本に金融 をつける方途

が容易になった ことは確かであるし,局面打開の大 きな要田であるが,その手

形 をロンドンに送付 して再割 り引 きしなければならない ことは,現地で再割 り

引 きす ることに比 して (もちろん,その条件は揃 っていなか ったが)有利では

なか ったはずである4)O とくに, スター リング手形の購入により増発 された植

民地銀行券の準備はその地の正貨 (-銀)で (各植民地において発券額の最低

3分の 1の正貨を保有 しなければならない)補強されねばならなかったことか

ら,銀調達の困難 さが倍加 していたことに注意 されねばならない｡現実には.

4) ｢イギリスとかフランスとかその他ヨーロッパの大きな中心地-の輸入金融は実際的にも同じ
信用のノースで遂行されるoLかし,アl)了の多くの国J5では,割引市場が存在していず,蘇果

的には銀行は手形が満期になって貨幣を得るようになるまで待たわはならなかった.それゆえ.
ヨー｡yパ向け環み荷に金融をつけるには.銀行は,最初の庫で為替手形を郵送して引き受けを
求め,粂件が完全なときには,そして必要ならば.たとえば,.,ソドソ市場でディスカウントさ
れて売却しなければならないことを覚悟しなければならなかったのである｣(WllllaTnF Spal-

dlng,EasteT7iE.rchangeGFm nq andFmance,4thed,1924,pp4-5)
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各植民地銀行は発券額の数倍の正貨 (-銀貨) を常備 していたのであ り,その

手段 として, ロン ドンで地金 (主 として銀) を購入 して現地に漬還 していたが,

その輸送 コス トと為替変動の リスクから銀行は完全に逃げおおせたわけてはな

いD また, .=ソドンで再割 り引 きが可能であるためには, ロン ドン金融市歩の

金利に,手形の輸送 コス トと手形の満期までの金利を加えた ものよ りも,現地

の金利が高 くなければならない, という条件 を必要 としていたが, この金利操

作は銀行のみの手に余ることで もあ り,銀行括動の岡難さの最たるものであっ

た5)O しか も, 自行の発行する銀行券か現地鋳貨に対 してデ,1スカウン トされ

るようなことがあれば, このような条件は瞬時に して失なわれてしまう｡いず

れにせよ,紙幣使用に習熟せず,鋳貨を選好 したがる現地経済において,現地

発行のスター リング手形の購入によって自行銀行券を増発することがひきお こ

す困難さは,徳永氏の言われる ｢現地支店で銀行券を発行 し, また ロン ドン宛

商業手形 を即座に買い取 ってロンドンで再割 り引 きす ることにより,現地の貨

幣準備の必要 を最少限にし｣,(同書,19ペーシ)もって ｢現地の金準備を最少隈

にして, ロン ドンに金準備をもっ｣ (同)とい うようには, ことがイギ リスに都

合 よく運ばなかった点だけは見落 としてほな らないだろうo この種の困難さは,

後に,インド省手形 とカレンシィ ･ボー ド.システム, との緊密な連係の中に

植民地銀行がはめこまれることによって0)み解消の一定程度の 目途がつ くので

あるが, これす ら.=ン ト./金融市場の地位の低下 とい う犠牲 を払 うものだった

のである｡

少なくとも,イギ 1)ス資本の世界化 というとき, とくに7ンアの地において

は,鎖国 とい う本EElとは異なった通貨圏の中でともすれば不足がちな安定的通

貨をいかに調達するのか,その調達の機構をいかに整備す るのか, といった吸

着する資本の対応の経緯 と論理 とを踏まえないか ぎり,世界市場の論理展開は

5) たとえは, tllCOrlCntalBnnk CorporzltlOnの1855年の抹主総会における説明はこの事fLBを
憂慮したものであるが,その後何度もこのような説明は繰り返された｡｢地球上のいたるところ
で,全てのことが銀行にとって悪い条件となっT:いたD.]ントンでは金利が高く,インドでは安
く.為替は不利であった ｣(TheBanker∫'Magazzれe.γol.xv,Jam 1855,p 461)a
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-国資本の論理にただ ｢世界市場｣ という言葉だけが挿入された ものにす ぎな

くなってしまうだろう｡特許植民地銀行の設立は, ロン ドンか ら資金を植民地

に取 り寄せて銀調達の安定を囲ったか らに他ならない｡それは,植民地か ら正

貨を吸収するた桝 こではなく,植民地に正貨を放出することによって,吸着 し

た資本に情動舞台を保証 ･提示 しようとするものであった｡が, ここでも徳永

代は事実誤認の上に論を展開されている｡

｢1909年まで,植民地銀行および1862年の会社法に基いて設立され る海外銀

行は, ロンドンでは,商業銀行の行なう預金-貸付業務 をなす権限を与えられ

なかった｡それゆえ,た とえば,チ V一夕ー ド･ノミンクの 『本店が東洋の顧客

の便宜のために当座勘定を受けいれた とき,必要な現金はつねにロン ドンの株

式銀行であ り,親会社で もあったシティ･バンクか ら入=f-されなければならな

か った｡チャーター ド./ミンクの ロントン本店に支払呈示される小切手や銀行

(為替)手形は支払のために記帳され,決済されるために通 りの向い側にある

シティ .,ミ-/クにもっていかれた. ･』｣ (同-=B,301ベーン)0

この個所の直前に氏は植民地銀行の現地稼動資金の源泉 として3っをあげら

れている｡ 1つは, ロン ドン本店の資本金｡ 2っは, ロンドンの銀行 との提携

に基 く当座貸越信用.3つは,現地での定期および当座預金業務からくる稼動

資金,であるO重大な誤謬は,この項 目のうち最大の項 目にあげ られるへきロ

ン トンおよびスコットランドにおけるスターリング建預金が除外 されているこ

とと,預金が現地預金か ら成 っているという認識であるOおそらくは,徳ブナ(氏

は,植民地銀行かロン ドンで通常の轟艮行活動を有限責任の付与 と引き換えに禁

止 されていた事態を誤解 して,こU)禁止項 目のLLJに本国における預金業務まで

もが含まれると早 とちりしてしまったのであろう6)0

6) 囲ちに.福永氏の上記引用個所,C Macke'lZle,ReLllm5''/ SELL,er,1954,p 14G,の原文を

書いてみようb
`̀Untll1909theCharteredBank had no authority tOCarry On a generalbanklng

buslneSS lnLondonllkethatoftheEng】lShbalュksThereforewhenHeadO丘ceaccep-

tedcurrentaccountfortheconvenlenCeOfcustomersln theEastthenecessarycash

alwayshadtobeobtainedfrom theClryBank Anychequeorbankdraftpresented/
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実際 には本国の銀行組織 の ように.植民地銀行は ロン ドンにおいて銀行活動

が許可 され ていなか ったので,東洋居住者 向けの当座預金 口座の開設 によ り振

り出され る小 切手,手形 の受け入れは この禁止事項 に抵触す るために シテ ィ ･

バ ンクに依存せ ざるなえなか った, とい うのが真相 であ るO決 して ロ,/ ド./に

おける預金業務が禁止 されていたわけではない ｡む しろ, ロン ドンに本店 をお

き,ス コッ トラソ ドに支店 を出す ス コッチ ･モデルを多 くの植民地銀行が とっ

た背景 には,イギ リスか ら大量o)預金 を獲得 してアジ7に流す意 図が あった こ

と,それは,現地 7ジアではほ とん ど預金 を吸収で きなか った (初期について)

事態-の対応行動が銘記 され るべ きである7)｡が, 徳永氏の ように, gcncral

banking buslneSSの訳に ｢預金 -貸1TJ業務｣ とい う言葉 を あてはめて しまう

と,実態 とは全 く違 う世 界が想定 され ることになって しまうO完成 された .:ソ

ドン金融市場に還元 させて しまう性急 さが氏に この誤認 をさせて しま ったので

あろうo Lたが って,局面は徳永氏の想定 とは全 く適 に次の ようになるo

すなわち,7 シアに吸着す るイギ リス資本はいか に銀圏で逢着す る困難性か

ら脱却 しよ うとしたのか,そ してまた ロン ドンか らの資金導入が この困難性を

どの程度解 消させたのか (現実には,銀行 に と･,ての債務 となるスター リング

預金 と銀行 にとっての債権であるル ピー債権 との対＼応の問題 となる), この 措

㌧atHattonCourtwasmarkedforpayment,and taken acrossThreadneedleStreetfor
5ettlement"

7) スコッチ･モデルについての厳密な通例的理解は存在しないが,たとえば. Basterは,その
支店網の拡大と現金信用 (無担保貸付)業務にその特徴を見る｡ cf.Ba且ter,TheZmi･eruzE
Banks,1929,p.8 また,E ヤタフェは活動の中心に発券業務を匠くことと預金に刺子を保証
するこ>に,他のロンド/銀行との差異を認めている.E ヤップLt,三輪悌≡訳 『イギリスの

銀行制度』.日本評論社,1965*.61,66,72-77--汁,参鳳っいずれにせよ,当時の海外での
活動家がほとんどスコットラント人であることと,地方の産業の育成に細部にわたって援助し続
けてきたスコyトラL/ドの銀行の良き伝統とが.定住したプラ./クーのスコッチ.モデルへの欲
求を強FL)たのであろう｡銀行設立-の出資のほとんどは,もちろ/U,,̂コツトラ/11人であったチ

当時の植民地における高利率 (通貨不足の反映である)とロントンの低利率とが植民地鈍行設立
の基本的要田であったことについては,付言するまでもないだろう｡ ｢この国の人民は,通貨が
豊富であることで苦しめられている｡通貨の皇宮にある地域で もっとも不平は多いのであるO

- 貸し手は借り手を見出せず,資本は投資先を探しまわっているような状態である｣(Atlas..
5/5ノ1838)｡
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置によってイギ リス資本はどの程度深 くアジア経済の内部に浸透 しえたのか,

この局面の理解こそが,アジアを包摂していく資本制的世界市場生成の論理に

接近する基本的鍵を提供 して くれるものと思えるのである.

ⅠⅠ 地域的通貨圏への理蕗

イギ リス資本が世界市場大的な拡が りにおいて括勤しようとするさいの障害

の中では,通貨不足と通貨o)混乱がそo)最大U)もo)であったOその困難性を克

服しようとするイギリスの営為は,前稿で論じたが,ここで理路を明示するた

めに前稿の7ァクー･ファイディソグから得られた過程の論理を整理 しておこ

う｡植民地の置かれていた地理的 ･歴史的事情によってこれ らの施策は-様な

ものではなく,錯綜した状況に対する試行錯誤の繰 り返しとしか表現 しえない

ものであったが,それでも以下のような営為の一般化が可能であるように思え

る∩

問題のもっとも基底にあったものは,とのような種叛の通貨であれ,通貨自

体が絶対的に不足している, ということであった｡周辺地域 との散発的な小取

り引きの結果として獲得できた通貨は,植民地自体が地金のプール地ではなか

ったこともあって,植民地の内部事情の如何にかかわらず周辺の巨大な通貨圏

の為替相場によって流出するか,取 り引きの実態を伴わずに大量に植民地に流

入するかといった振幅の大きい通貨移動にさらされていたのである｡ この種の

通貨不足の究極の原田は,イギ リス資本の手になる生産の組織化の急進展と,

生産の継続を保証する既存通貨量 との間に大きな格差があった点に求められるO

生産の組織化が内部から陣酵 した ものではなく,現地経済に外挿的に入ってき

たものであることの帰鰐がこの通貨不足であると言えようO もし,生産の組織

が経済和二会O-)内部より徐々に醸成されて,それが経済cr)基底を掴むようになる

という事態の進行があれは,無限に繰 り返される交換の系列の中から次第に一

般的等価物-貨幣は定着するようになったであろうし,既存の通貨量 と生産組

織の規模 との間の一時的不均衡 も,時間的なずれを置いて調整され.通貨量は
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生産の組織化の程度に照応 していたはずであるO｢季節が くればバラも咲 く｣

というマルクス的事態は容易に招来されたであろうo Lか し,局面はこのよう

に都合よくは推移 しなかった｡通貨が自然的経路を通 って集まって くるテンポ

と生産の進展のテンポとの間には極端な不均衡状態が存在 していたからである｡

土着経済の成熟度の如何にかかわらず, もっぱら外部の事情の要請のみに従 っ

てその地の生産が急速に組.織されるようになれば,通貨量 と生産の規模 との間

の照止､関係は完全に破壊されることをこ0)局面は表現 しているOいまや,通貨

は外部か ら注入されねばならない｡ ｢世界市場での, とくにアジ7との貿易で

の還流のない流通｣(マルクス,高木孝二郎監訳 『経済学批判要綱』,V,1009べ-シ)

と表現されるヨーロッパか らアジアに向けての銀の注入は,貿易の差額 という

よわも, ヨーロッパ資本の手になる7ジアでの生産の組織化の進展 とのかかわ

りにおいて理解されるべきだろう｡ この種の銀の主たる調達先が7メ1)カにあ

ったことは言 うまでもなく, したが って,｢このアメリカの銀がアメリカとこ

れらの国々のあいだで, 接着剤 としてはたした大 きな役割は事実であった｣

(同告,996ペーゾ)o Lかし,この注入は,供給 した銀貨の無限の拡散をひきね

こしたばか りではなく,通貨の混乱に拍車をかけただけにすぎなか った｡遅々

としたものであれ,それなりの落ち着いた計数Bg係にあった地域的貨幣状況を,

より大きな拡が りと統一性の中で編成香えされる過程が破壊 してしまったよう

に,イギ リス資本による貨幣関係整序の試みは,かえって克服の困難性を増幅

したのである｡

ローカルな現地経済に埋没す るのではなく,世界市場大の拡が りを志向する

イギ リス資本にとって,いわゆるヴィ-クル .カレンシィとは,ユニヴァーサ

ルな一様性 と価値oj安定性をもつものでなければならなか ったoいきおい,自

己の活動する植民地の主要鋳貨をスターリングで換算するよ うになる01825年

の TreasuryMmuieは各種鋳貨をスター1)ング呼称に統一させることを主要

な目的の 1っにしていたのであるOが,この種の試みは,各種鋳貸間の比価に

地域差はあっても,限定された一定の地域内で安定 していた通貨秩序を崩壊さ
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せてしまっただけであった｡スペイン ･ドルが事実上の基軸通貨であった地域

ではルピー貨が,ダプルーン金貨が基軸であった地域ではスペイン ･トルが,

あるいはまたル ピー貨が基軸であった地域では リックス ･ドルが,本位貨に従

属する補助貨として地金価値か ら遊離 した単なる計数貨幣に転化 していた とい

う状況を,1825年の地金価値の再点検の試みが一挙に破壊 したか らである｡也

金価値に従 って各種鋳貸間の比価を算定する, という手続 きは (具体的な技術

的正確 さは別 としても), 科学的なjjl合性をもつようには見えるものの, 補助

貨的役割 として,すなわち計数貨幣 として落ち着いていたこれまでの二義的鋳

貨の性格を払拭 させ,地金価値 としての側面を顕現 させるようにして しまったO

基軸通貨-本位貨 と補助貨 との関係が逆に乱されただけであると言えよう｡限

定された狭い地域でそれな りに維持されていた通貸秩序の安定は,より大 きな

世界市場的統一性の中に貸糟=が組み込まれて行 く過程でつ き崩される運命を必

然的に4､つてはいたが.さりとて,スターリング単位で換算 しなおす という作

業のみではより大 きな鉱が りにおける統一性をもた らすには余 りにも無力であ

ったことをこの事態は示 している｡

いずれにせよ,選択は 2っあったo lっは,スター リング貨の本位の もとに,

他の地域貨幣のすへてをその可除部分に位置づけようとす る試みであるo Lか

し,現実には本国のクラウン金貨を植民地に流通させることは,本国内部の貨

幣秩序の基礎 を危 うくするおそれか らこの措置はとれず, もっぱらシリング貨

の放出で問題に対処する方法が採 られたにすぎなかった｡1825年の措置は本位

貨 と免換可能なロントン宛 TreasuryBlllの植民地における発行により, 本

位貨の流通と同じ効果を狙い,あわせてシリング貨の植民地内回流を期待 して

いた ものである｡ この間の失敗の経緯については前偏で扱 ったが, Treasury

Blllを発行する権限をもつ各植民地政府の支配できる経済)Jが弱小すぎて本位

貨 (クラウン貨) と各地の事実上の本位貸 (ルピー貸) との固定率の維持は不

可能であった点が失敗の最大の要因 と見なしうるのである｡たとえは,七イロ

ンにおいてスタ- リン グ-ルピー間の交換率の固定化が成功するには,ルピー
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圏の本拠地 イ ン ドにおけ るス ター リング-ル ピー為替相場 が セイ ロンの固定 率
れん

に収赦す る ことが条件 とな っていた｡ 巨大 な通貨 圏であ るイ ン ドの通貨秩序 を

イギ リス本国 との関係 において イギ リス資本 が確 保 しないか ぎ り, セ イ ロンに

おけ る固定率 は投機 に恰好 の材料 を提供す る役割 しか はたせ なか った ことを こ

れ は意味 してい る｡

ス ター リング換 算が成功 す るためには,各種鋳貨が適当 な比例率 で計数化 さ

れ なけれ ばな らないが, ひ とた び地金価値 到 頭現 させ た旧補助通貨 は, イギ リ

ス資本 の要式す る簡単 な可 除部分 にはな って くれ なか った｡す でに十進法的配

列 に あった モ - 1)ンヤスの よ うな植 民地 は もとよ りq), 他 の植 民地 において も,

きっち りとした分数値 は示 され なか った ので ある｡ 内在価値 に従 うとい う原 則

で旧い計数貨幣的位置 をっ き崩 した あ と,新 たな本位貨 (クラウン貨) に従属

させ る形式 で再度 現地鋳貨 を補助貨 に押 さえ こむ努力が執掛 に続 け られ たの も,

現地鋳貨 の慣 習的交換比率 とのズ レが誘 発す る投機 を鎮 静化 させ ることと同時

8) モ- リ/ヤスは,小地域でありながら.通商上の通路にあった地現的位置から,植民地の貨幣

制度史を扱うさいの重要な視点を揖供してくれる｡ケープ-千ll)ン1rス-イントのルートが活

発化した時代.ケープ-モーリシャス-オース トラリ7の時化 スエズの開通により通商路から

はずされた時代,という大きなうねりの中で,本位貨がス-イソ ドル一･COlonlaldollar-ルピ

ー-オ-ス トラリ7金貨-ルピー-と変動していったことに見られるように,貿易圏と通貨圏と

の正確な照応関係,およびそれぞれの時代の本位貨と計数貨幣との交替関係が見られる｡すなわ

ち.スペイン l:ルが本位貨の時代に1スペイン･トル-10colonlalllVreS-2sICC8_rupeeSの

寺側関係が成立していたが左辺の3709グレイン, 右辺の352プレイ/という曳匡含有量の差があ

ったし (1810年以前),colonlaldollarの時代にはインドでは sICCarupeeの64分の1の価値で

あった plCeSが5O分の1に昇格されて, 1colonialdollar- 1UUpLCe5(cent呼称)-2sICCa

rupeesの照応関係がつくられていた (1825年以前)｡ところが1825年のンリング貨による比価の

算定の試みはこの整序関係を破壊するものであった｡sICCaruPeeの消滅後もモーT)ノヤスでは

1colonlaldollaT=2Rs (この場合は Company'srupee)という慣習的な計数関係は不変で

(ルビーの実質的過高評価を意味する)あった｡1825年の Treasu7ツ Mznuteは coTonlaldol一ar

を 4S,sLCCaruPeeを.2与ld,MadrasrL1Pee を 19,lld.と算定したのであるが,現実の取

のちには ColnPany'5rupee)は 25 として通用するありさまであった｡慣習的基準からすれば

過高評価になる政府の算定では,対政府への支払いにのみシリソクは使われることをこのことは

意味していたDこの礎の法定と慣習との確執から.各種鋳貨の算定は何度も変更され.次第にル

ピーを本位貨とし.その補助演を 20cent,10centと呼称する銀貨が鋳造されるようになって

いったのである｡Chalmers,AHL;toryOf C urrency171theBT7tLShCblDnZeS.1893,pp

360-369.参贋｡
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に.強引な補助貨創出の営為があった ことは見落 とされてほならないだろう｡

補助貨的位置を担 う中位の通貨の不足が,植民地の通貨問題におけるもっと

も深刻なものであったが,政府紙幣でこれに代位させることも,植民地の政府

自体が慢性的に赤字である, とい う状況下では紙幣の鋳貨に対するディスカウ

ントを生じさせるだけであった し,鋳貨 との頻繁な免換言青求を避けるべ く採ら

れた小額紙幣発行の禁止措置を背景とするかきり,紙幣には中位の補助貨 とし

ての役割を担 う能力が全 く付与されなかった, と判断してもよいであろう｡要

するに,限定された狭い範国内であれ安定 していた通貨秩序が,生産のき且織化

の急進展に伴 う通貨混乱を経て,より広大でより統一性をもった秩序に再編成

替えされるとい う移行過程がっ くり出す困難性に対するには,本国大蔵省一植

民省一植民地政府の経路の主 として布礼のみに擦る措置では余 りにも脆弱すぎ

た, ということであろう｡

結局,選択は地域的通貨圏の存在を容認 し,その論理に適合してい くという

第 2のものに切 り換えられざるをえなかった｡本国のスター リングによる植民

地通貨の整序の試みは,植民地ごとに差異があるも､のの,1825年の試みか ら半

世紀を経てやっと公的に撤回されだのであるO もちろん,このことは地域的通

貨圏の論理にイギl)ス資本が埋没 してしまったことを決 して意味 していないO

東イン ド会社による Company'srupeeの創出による siccarupeeの排除の

営為,イン ドにおける紙幣発行の独占という強行手段,イン ド政府の財政基盤

の強化を背景とするイン ド省手形の発売方式の定着化, といった制度的整備を

遂行 しつつ,いっさいの権能 と負担 とを植民地銀行に託すという戦略に切 り換

えられたことをむしろ意味しているのであるO .=-カルな経済の掌撞着 (-植

民地政府) にではな く,より広大な地域と経済 とを掌握する巨大組織 (-イン

ド改札 大特許植民地銀行) に通貨問題の解決は委ねられるべきだとの認識の

深化があったと見なして もよいだろう｡｣しかし,この場合でも,イギ リス政府

自体は常に背景に退 こうとし,その点では7ラソス当局 とは対照的であった史

実は銘記されなければならないO政府当局のこの姿勢の差が後には重大な問題
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を喚起するのであるが, ここでは この部面における指摘にとどめてお こう9)0

いずれにせよ,イギ リスの民間資本 を銀行狙織に大量に結集させ,その資金

で地方鋳貨 (-主 として銀貨) を蒐集 し, もって植民地の通貨不足 と生産の組

織化の困雄性および貿易金融の不備等の同時的解決を図ろうとす る気運が漸 く

1825年の試みの挫折,そ して地域的通貨圏への妥協の必要性認識 とい う経験の

後 に定着 した という重態 をわれわれは重視すべ きだろう｡

当然のことなが ら,前稿で も列記 したように,植民地銀行に対 してほ厳 しい

制限条項が設定 されは した ものの,本国で資金調達が容易になるように優遇措

置が採 られ ることに､なる｡ これが有限責任の原則である｡すなわち,銀行の倒

産に際 しての負債衝のうち,株主は自己の払込額の 2倍の金額 を上限 とす る債

務 しか課せ られない とい うもので, RoyalCharter (-勅許)の倒与 とい う形

式における優遇措置であった｡ この優遇措置は,本国においてはイングラント

銀行以外の株式銀行には認め られていず.植民地銀行およびその他の海外銀行

にのみ認め られたにすぎない ことを鑑みれば,有限責任原則の重 さは明瞭であ

るだろうO もちろん,本国政府は本国の株式銀行による批判 と,優過 された植

民地銀行が本国の銀行 と競合す るようにな■ることを倶れて,預金業務以外の銀

行業務 を本国で遂行す ることを植民地銀行に禁 じていた｡が,ス コットラン ド

方式 を主たる営業形態にす るこれ ら植民地銀行のロン ドン株式銀行を上廻 る預

金金利,お よび株式 に対す る高配当の継続.それに加 える有限責任原則とい う

使道措置は,資本調達お よび預金獲得面で 目覚ましい成果 を挙げさせたのであ

9) フランスはイギリスにわずか3年遅れて (1849年)植民地銀行条令を整備したが,奴隷解放補
償金の強制済み立て (月分の1)による植民地銀行設立資金の調達,出資の強TFJU割り当て,1地

域1銀行の原則,発券の独占化 等制度的にはイギ1)′スの植民地銀行と顕著な差異が存在してい
た｡発券塀の3分の1の正貨準備.資本総額内に花芽顔を抑える.といった点はイギリスと同じ

だった｡パリには,植民地銀行の統轄機関として AgenceCentraldesBanquesColoruales

とCommltiSIOndeSurvelllancedesBanquesColonlalesの∠機関が陛かれ,植民大臣により
銀行業務の細部にわたる指示が出されていたo植民地銀行に地域的独占権を与えるかわりに,級
行に対する全歪任を本国政府は負っていたのである｡しかし,株式の非公開と狭い地域内に営業
が限定されていたことが,銀行の活力をイギl)スに比して減じることになってしまった｡ Mon-

planet,I.Je-Ba77queSd'Emu∫10ndamsle∫CblonZalesA77Bllatゞe5,1891およびBaster,01,.
czf,pp46-8,参T田｡
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るo この問題はⅥ節で詳論す ることにす るが,その前に,前稿の記述 と接鹿 さ

せ る意味で1883年 までのセイロンの貨幣事情 を素描 しておこう｡

ⅠⅠⅠ 新たな媒介環-植民地銀行

1836年は,せ っか く導入 したイギ リス銀貨がセイロンか ら完全に払底 して,

1825年の試みの挫折が明瞭になった年 であるo この 年 sICCarupeeOj対 ｡ソ

rン相場が 1R.-1S･11d に下落 していた (.=ノド/宛 6か月スター リング手

形に対 して)o Lか し,七イ ロンで1.5%の手数料 さえ支払えば,1833年の講恕督

布礼により 1R -25 の相場で ｡ン ドソ宛 Treasury手形を入手できたので.

大量の sICCar11peeがイン ドより流入 し, このあお りを食 って イギ リス銀貨

が流通界か ら姿 を消 して しまったO ところがその直後, カルカ",タの対 ロンド

ン桶場の反騰があって, セイロンに流通 していた sICCaru_pee のすべてがイ

ン トに還流 して,セイロン内には銀鋳貨が全 く残 らない. という事態 を迎 えた

のであるo植民地政府は財政赤字の状況下にあったにもかかわ らず急遠ル ピー

の輸入を行 なった｡ しか し, このルピーです ら対イン ド貿易収支赤字の決済用

にす ぐさまイン ドへ流出 して しまった｡依然 として植民地政府は,七イロン内

に銀鋳貨をとどめお くことの困難 さに苦 しめられねはならなかったのであるo

結局,植民地政府は,インド国内とは異なる幣制をもっ ことの不可能 さを認識

して,東イン ド会社がその流通に全力を挙げていた Company'srupeeをセイ

ロンで も標準通貨 として採用する (地金価値を股めなが らも,旧 siccarupee

と同じく 2S.に固定 した) との布告を出した (Gouernor'SML7u'teOf 26thSep･

tember1836)｡ イン ドo)通貨圏に属す ることにより,対スター リ./グ為替の固

定はインド政府の営為に重ね ようとしたのである｡ この時点で七イロンに流通

す る通貨制度は, この Company'srllpee,植民地政府免換紙幣,イギ lJス銅貨

(pence,half-pense,farthings) のみか ら成る比較的単純な もの となった10)o

10) Chalm ers,op czt,p356.イソドで流通していた各種ルビ-は,1835年のActNo,ⅩⅤⅠⅠ
に上り単一のものになった∪ これは.重畳,純度ともに1818年のMadrasrupeeを踏襲したも/
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イン ドのルピー圏 とい う自然的通貨圏に帰属するとい うセィ｡ソ政府の意志

は この時点で固ま り,以降,オース トラl)アの金鉱発見 を契機 として本国政府

か らLijされた金本位への復帰要請に対 して も,地域的通貨圏の論理を対置 して,

逆 に本国を説得するはとであったo この事実は,各地の事情 を無視 したまま桁

制の整理を行なう本国の専一性 と独断性が鋳貨権の地方の植民地への移譲 によ

って,修正されて行 ったことを物語るものである0

事実上の金本位制下で銀 ドルの金価値が不変のまま固定 されていた酉 ( ッ ド請

島か ら (す なわち,地金価値 として銀 ドルが過小評価 されることを意味 したた

めに), アシアに向けて重臣ドルを放出させ ることになった｡ 19世紀後半には西

イン ド諸島での銀貨がほ とん ど姿 を消 したほ どこの流出は大観模であった11)a

金鉱発見の最大の効果は, これ まで RoyalMlntの独占下にあった鋳造梅

がオース トラl)ア全貨鋳造に関す るか きりオース トラリアに も移譲された こと

である01855年には シ ドニーで,1872年にはメルボルンで設置を認め られた鋳

造所の刻印のあるオース トラ リア ･クラウン貨の法貨性 も,初期 にはオース ト

ラレイシャ,セイロン,モー リシャス,香港に限定 されていたが.1856年の本

国下院特別委員会 で,静国全体にわたって認 められるようになった (thelmperlal

Act26& 27VICt.C 74)O おそらくこの措置の背景には,オース トラレイ /ヤ

を含む7ジア全域 を金本位制に編成 しなお して,新発見 された大量の金の販路

＼で.180グレイン.純度Il/12であった｡ ReportofaCommltteeOfCouncllof18030nthe

LondonMlntによれば,この内容が ｢イギリスの銀貨と正確に席応する｣と考えられていたの
である(Chalmt､rs,Lbzd,p5)｡同時にhalf-rupee,4-annapleLe(-Xルピー).2-annapleCe,

tolas(-y6ルビ-)が鋳造された｡ 1893年6月26日までは銀の自由鋳造が認められていたが,

1,000tolas以下では贋造できなかった｡なお,1tolaは純度IV12の銀180,jJやレインである｡す
なわち,純銀165グレイソ+alloy(-銀との合金用に用いる卑金属)15グレイ/であるっこの
1835年のActでは金貨の法貨性が奪われた｡しかし.mollurという名の金貨 (-ルピーと
重量,純度ともに同一)の鋳造は認められていた｡E W,Kemmerer,ModernCurre71q′

Refo7-m5,1916.pp 5-G,参照｡

ll) メ-マ諸島では,この帰結として7メリカ合衆国から企ドルを導入することになった｡ the

OrderslnCouncll.良 cof19August1853,9March1854により,Eagle貨が41S.金ト
ルが 4sld に換算されることになった｡Chalmers,op cEt,p28,慶腐n
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を確保 しようとす る本国側の意図があった と思える｡1852年にはオース トラレ

イ ンヤで銀貨の使用制限 (40S)の設定が提唱され, この措置をセイロソ,辛

ーリソヤス,香港に拡大すればイン ドを含むアジ7全域が次第に金本位制に移

行す るであろうとの期待が表明されたことか らも,植民地にスター リング制を

導入 しようとの意図が本国側に復活 した ことが読み とれる⊥2)0
しか し,本国政府のこの単純 な発想の復活は, さすがに1825年の TreaszLry

Mtnute施行の経線で苦 しめられた セイ ロン総督 SlrHerculesRobinson の

強力な反対 に出逢い,打破 されているO香港,手鑑峡植民地,セイロン等の銀本

位の地域に金本位 を打ち立てようとすることは, これ ら地域の銀国 との貿易の

大 きさを考慮すれば害悪 しか もた らさない, とい うのが Robinsonの論拠であ

ったが (Cha】mem,nl'clt.p.30). まさに Chalmersの言のことく, ｢植民地

における通貨圏の存在 を教 えた もの こそ7ジアであった｣ (Lbd.). とは言え,

ひとたびこの通貨国の扱い方を了解 してか らの本国政府の対応は棟敏であったD

もともと金鋳貨を鋳造する予定であった 香港の鋳造所では (1864年), 金貨で

なくメキ シコ ･ドルと同種の銀 ドルを鋳造す るように変更 した し,1876年には

モー 1) シャスがセイロンと同様 Company'sTupee銀貨に本位 を変 えてイン ド

通貨圏に帰属 させ られているOその他 英領ホンデュラスが通商関係か らグァ

テマ ラ ･銀 ドルに (1887年).カナダが合衆国に似せた U.S 金 ドルに (1871

午),地域的通貨圏に適合させる幣制改革へ と基本線を大 きく旋回させたの ち,

オース トラ')ア ･クラウン貨の導入をめ ぐる各植民地総督か らの強い反発に本

国が妥協 した ことを反映 していた ものと言えよう｡

さて,記述 をセイT:ンに戻そう｡ ここでは, ′レビーの法貨性 と言 って も,給

督の覚え書 きの形式で しかなか ったが,1869年になってや っと現状の法的追認

12) ｢帝国政府は,スターリングこそ全イギリス植民地にとって患者の通貨制度である,という点
に対していささか¢疑念をももち合わせてはいなかった｡ 1852年に71-ストラリアのみなら
ず,セィ｡ソ,モ-リシャス,香港などの銀使用国においてもイギリス銀貨の使用範囲を4Dsに
限定しようとしたccは,このことによりスタ-リング通貨を導入したかったからに他ならない｣
(Cha]mers.obczt,pp29-30)｡
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がなされることになった (theOrderlnCollnCllandProclamatlOnOflSthJune,

1869,S】rHerculesRoblnSOn総督による:･O この措置によって Company'srupee

が唯一の無制限法貨 とされ,その補助貨 として34,34,%ルピー銀貨が鋳造さ

れることになったOまた, 日常取 り引きに使用されていた小節貨幣の銅貨は,

penny),l/96(-farthlng),5(6(-fanam),1/64 (-StulVer), 1/192(-Cha-

1lle) といった煩墳な計数関係に あーノたが, 1872年 1月 1日を期 して 5･cent,

1-cent,ふcentの呼称の薪銅貨を鋳造し. これのみの流通 しか認めず,それ以

前の非十進法による銅貨はすべて廃貨にするとい う宣言が出された (theGover-

nor'sProclamallOnOf17thMarch1874Chalmers,ZbLd,pp 356-7)o

Lかし,ここでも,植民地通貨問題の理路か らみるかぎり.上記の鋳貨の啓

序はセイロン政府による独 自の努力がすべて放棄された帰結であることが解 る｡

セイロン内部の本位貨 とスター リングとの交換比率,および生産事情に照応す

る通貨量の調整努力,各種外国鋳貨駆逐の試み.補助貨の安定努力,等々の営

為はそのままイント政府によるルピーの流通努力 (-安定供給 と他の外国鋳貨

駆逐の努力) と,植民地銀行による必要通貨供給努力とに委ね られたにすぎな

かったのである｡

たとえば,紙幣発行政策の変更にその経緯が もっとも明瞭に現れているO前

輪でも指摘 したように,鋳貨で租税を徴収し,要求払い約束手形の形式をとる

政府紙幣の発行でもって植民地の通貨不足を補お うとした植民地政府の試み も,

肝心の政府歳入が歳出を大まく下廻 るのが常態 といういう状況下ては, ともす

れば不換紙幣化す る圧力を克服することはできなかったO このよ--)な経緯 もあ

って, 植民地政府 と本国の Treasuryは紙幣発行に伴う財政負担を怖れるよ

うになり,原理問題として紙幣発行がどの供関に上って担われるべきか,とい

った判断とその根拠を示す ことなく,ただ感情的に政府紙幣の新規発行を忌避

するにす ぎなかった, というのが1855年までの一貫 してとられた態度であったO

すでに1840年代末以来 セイロン内の紙幣発行量 を政 府 と二分 してい た the
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0rlentalBank Corporation (経営危地に陥 った theBank ofCeylonを合併

し, かつての theOrlentalBank の名称 を改称 し, 1851年に theBank of

Ceylon の Charterを付与 された)が,セイFZンにおける紙幣発行の独占的権

利 を確保 した く, 執湖にセイ ロ/政府に揺 さぶ りをかけた り, 本国の Trea-

Sury に訴えた りしていた｡ この銀行は政府に援助 を与 えて財政危機 を乗 り切

らせた ことか らセ イpソ政府の同意を得 られた ものの, 本国の Treasury か

らは明確 な回答を得 られないまま,ただ歳月のみが経過 したのであるO本国の

Treasury としては,強固な政府系氏幣発行制度の創設 を主張 していた植民省 と

の論 争 (1848年,植民大臣 Grey のこの提案は一応退け られている), モー 1)

シャスにおける政府紙幣によるやむなき銀行券の代位,等々種々の問題への現

実の対応に本国が振 りまわされていたか らである｡本国の態度決定は不明確な

まま, 銀行券発行の独占は好 ましくない (1852年,CO 54/294) とい う埋EElが,

発券独 占に関 して theOrientalBank CoTpOratlOn に伝えられ る唯一の論拠

であったla)0

しか し, JamesWllson が theFirstSecretaryoftheTreasury14)に就

任 して, 各植民地の通貨事情の分析を はじめるようになって以来 (1852年),

Treasury の態度は政府紙幣をすて,通貨供給の責任は親行券にのみ委ね るぺ

13) 七イロンの政府紙幣に関する叙述については,H.A deS Gunasekera.FT･Um Depe71denE

currc71Cy払 CkntralBanL･mgzn(詣yZon,annanalyszsofmo,wtaryexPe"ence1825-

1957,G BellandSonsLTD,pp32-37,に負う｡
14) 当時イギリスのTreaSuryは LlleFllStLordoEtlleTreasury,theChance一lorofthe

Exchequer,theFlnaIIC18.1SecretaryoftheTreasury の権力順位で職務の分掌がなされてい
た｡the上.1rStLordが金鰍問題に深くかかわっているときには,theChancellorOftheEx-

chequerが theSecrehryoftheTreasuryの職務を遂行するため,後者は何の仕事もなかっ
た｡しかし.ときの首相がそれほど金融問題に関心を示さないとき(Wllson の入閣時の Lord
Aberdeen,LordPalmerstonのように)には,金融問題に関する業務は theSecretaryofthe
Treasuryに託されたのである. しかし.Wllsonはそれまでそれほど重要でなかったこのポス
トを下院における塩崎て重要なものに二押し上げた｡当時,2人のChancellorがいると憲現され
たという｡WaiterBagehot,-MemolrOftheRlghtHonourableJamesWllsoll,'aspeclaZ

5uPPleTTLtT''=oTheEco'zomTStOf N oて′e7nber117,1860,Volu-cXVIII(N John-Stevn昌,
ed.TheCollected Worksof lyaEter Bagehot,TheEconomlSt,1111968,pp 322-364)

に再録されている｡ 田みに WalterBagehotは WL150n 0)長女 EllZaを妻にし.theEcon-

omE∫tの編集者の地位を継いでいる.
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きだとの方向に次第に慣いていくO周知のように,銀行学派の著名な理論家で

あり,雑誌 theEconomistの創始者兼初代編集長であった Wllsonは,また

構民地銀行 theCharteredBankofIndia,AustrallaandChinaの設立発起

人の主たるメンバーでもあった｡Wllsonはとくに,モーリンヤス,プリンス

･エ ドワー ド島,ニュージーラ/ドにおける政府紙幣の状況を倹討していたが,

この地のいずれにおいても,政府紙幣が植民地財政の圧迫要因になっている,

という判断のもとに,1854年ついにセイT.ソにおける政府紙幣の全面的撤廃の

方針を確定する (CO54/84_77,ea∫IJ,3･lettertoColo7"al(脚 ee,13/1/1854)O この

書簡は,通貨論争における銀行学派の揮論家としての Wllsonの立場を忠笑に

表現したものであったD

すなわち,政府が正貨や優良証券に対して紙幣 (-免換券)を発行する業務

を遂行することは,銀行の本来の業務領域を侵犯するものであるばか りでなく,

政府自体がたいした経験 も知識もなしにこの種の業務に乗 り出すことによって,

植民地の通貨事情はかえって悪化するoLたがって,この種の業務は銀行にま

かせておけばよい｡手持ちの資金量が過剰であるときには,銀行は手形の買い

取 りとか融資量を増やそうとするし,結果的に国内から正貨が流出する｡道に

手持ちの資金量が乏しいときには銀行業務を縮小することによって国内の正貨

の流出は阻止される,というものであった｡

｢銀行活動の介在によって,すなわち,手形割 り引き等の社会に対する融資

の規模および貸付利率がそのときどきに調整的に変化することによって,為替

相場の敏感な反応があり,こうした動きを通じて適正な貨幣量は維持されるこ

とになるのである｣ (tbld)O

確かに,イソグランド銀行でも銀行部と発券部とは相互に独立する,という

建て前をとってはいたものの,実際の発券部の活動は銀行部の活動に従属 して

いたのであって,この行動様式を通じてのみイングランド銀行の供給する通貨

量は調整されていた,という意味で,Wllsonの主張はピール条例以降の事態

の推移を踏まえたものであったが,通貨学派の一応の勝利のあとに,Treasury



TheorlentalBankCoTpOratlOn,1851-84年 (上) (219)33

という通貨の分野の中枢部の公式見解がウィルソン的銀行学派の論理に旋回し

た.ということはまことに興味深い｡植民地の貨幣事情をめ ぐる論争の中で銀

行学沢の雷憶が一挙に噴出した観があった と言えようo Wilsonは ｢銀行券発

行 とい う運営手段によって,国内の通貨量が適正に保証されるよう｣な措置が

講 じられるべきである, との要請を1855年 2月に植民省細に捉F,することにな

った (CO54/319,TreasurylettertoCoZoma10jfice,21/2/1855)0

政府紙幣を銀行券に切 り換 える ことの大義名分を与えられた セイロI/政月丁

は直ちに行動を開始するO 同年12B, ときの総督 HenryWardは立法議会

(LeglSlatlVeCouncil)に対 して政府紙幣回収の立法措置を要請する (Ceylon

G overnmentGal-ette,28Doc1855)0 1855年 6月時点で, 政府紙幣 (Treasury

notes)の流通筋はこれまでの回収にもかかわらず,なお 22,3911あったと推

定されている (CO54/315,G23of19June1855)那, 同年末には 12,2581に

減少させられた｡さらに.これまで銀行券では政府-の支払いにあてることが

できなかったのを,Charterを付与された銀行のものならば可能であるように

な り,銀行の支払い停止の危険性から政府が中立であることを意図して,政府

の保有する銀行券は一定限度を超 えるとす くさま正貨に党換する, といった布

礼を出している｡ 1855-59年までは Charter を付与されていた植民地銀行は

theOrlentalBank CorporatlOn のみであった ことか ら,､銀行券発行はこの

銀行の独占下にあったが, 1859年に theMercantlleBankが Charterを付

与され るようになり,以降セイロンの紙幣はこの2行の銀行券か らのみ成立す

ることになったO1884年の政府紙幣制度の創設にいたる約30年間は,セイロソ

の通貨事情 とは即,植民地銀行の営業活動のことに他ならなかったのであ り,

比較的単純で平穏な貨幣状況に支配されることになる｡

通貨事情の帰趨を頼民地銀行に委ねた効果は劇的であった｡まず第 1に順調

な正貨の流入があげ られ るo表3･1はその時系列である. この数値は関税統計

そのままなので,1851年以降は,ほぼ正確に親行による輸出入額 と照応してい

ると思えるO貿易業者の個人取 り引きによる正貨支払い とか,何万人 とい う南
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表3･1 植民地銀行による正貨輸出入 (1847-82年)

(単位千が-/ ド;概数〕

午 1847 '48 '49 ,50 ,51 '52 ･53 巨 4 '55

輸入可 455J 360 41 9 452 1,005F G41 叩 46 1,372l＼ 930

午 '65 ･66 巨 67 ,68 '69 '70 '71 '72 )73
輸入折1.723 1,4421 892 999 1,227 540 855 8451 924

年 巨 74 )75 ,76 ,77 '78 ■79 '80 ･81 1 ,82

】扇 面 1 962 1,158 9621 761 565 876 _570 373｣ 455

(出所) CeylonBlueBooks;Gunasekera,Fmm DepeTZdenlCurrency to Central

BanklLnginCeylon,Bell& Sons,1962,p,40および p.54より転敬⊃

イン ドか らの季節労働者が閑期にインドに持 ち去 る正貨は,税関で記録されな

か ったか らである｡

少なくとも. theOrientalBankCorporationの銀行券発行が 認められた

1851年以降,正貨輸入量が飛躍的に拡大 した という事実は,通貨供給O-)主体が

セイロン政府 とい う｡-カルな権力か ら, よ りグロ-パルな組織体である植民

地銀行に移ったことの肯定的側面を物語っている｡安定的な通貨供給 とは,つ

まるところ生産の拡大に照応する鋳貨の増大のことに他ならず,インドIJレピ

-圏に事実上帰属 して,同一の本位貨を使用 していたセイロンのような地にお

いてはなおさら,セイl=ンの貿易収支の事情にかかわ らず鋳貨穀セイロン内に

持ち込む組織体の実力に依存 していたのであ り, この実力 こそ グローバルな地
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域で活動 し,資金量 も豊富な植民地銀行にしか備わっていなかったものである｡

もちろん,巨大な通貨圏の中枢であるインドの強引な政治的,軍事的,そして

経済的支配がその究極の基盤に構たわ っていたことは言 うまでもないO結論先

取 り的に言えば,インドの政治的支配 と巨大な植民地敢行の設立 とい う2大要

困のみが自然発生的通貨状況の混乱を組織的通貨制度へと再統一 していく最大

a)挺子であった と言えよう.当時の通貨事情を克服する最大の方途は,セイl'

ソという小さな経済圏の上にのみ活動するローカルな政府, ローカルの資本の

手によるものではな く,7ジア全域とロソ ドン金融市場 とを包含する巨大な銀

行による 1nter-reglOnalな活動に通貨供給の機能を担わせるL>>であった｡ し

か し,根底には,大植民地銀行の活動の円滑さを保証する19世紀半ばの国際政

治の均衡が横たわっていたことは看過されてはならないだろう｡7ジアにおい

ては, とくにインドの完全な政治的支離を基碇 とす るパ ックス ･プ1)メ-カの

国際環境の存在が,イン ド省手形,インド･ルピー,インド政府証券の絡み合

いによる通貨状況を整備させたか らである｡国際的戦略をたてうる巨大な植民

地銀行の役割とは,イン ド的秩序を周辺地域に普及させる媒介環のことに他な

らなか ったのであるO

(この稿未完)


